
近
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
土
地
移
転
方
式
（
西
山
）

六
一

近
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
土
地
移
転
方
式

─
バ
ー
ゲ
ン
・
ア
ン
ド
・
セ
ー
ル
と
リ
ー
ス
復
帰
権
放
棄

─
西
　
　
山
　
　
敏
　
　
夫

１
．
は
じ
め
に

一
六
│
一
九
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
い
て
、
頻
出
す
る
の
が
、
バ
ー
ゲ
ン
・
ア
ン
ド
・
セ
ー
ル
（bargain and sale

）
で

あ
る
。
バ
ー
ゲ
ン
・
ア
ン
ド
・
セ
ー
ル
（
以
下
、
Ｂ
＆
Ｓ
と
略
す
）
と
い
っ
て
も
、
土
地
の
安
売
り
で
は
な
く
、
中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お

い
て
独
特
の
起
源
を
持
つ
土
地
の
移
転
方
法
で
あ
る
。
こ
の
用
語
に
は
、「
代
金
債
務
の
履
行
を
伴
う
売
買
契
約
」
の
邦
訳
が
当
て
ら
れ

て
い
る
が
（
１
）

、
単
な
る
「
売
買
契
約
」
で
は
な
い
。
こ
の
Ｂ
＆
Ｓ
は
、
不
動
産
法
の
発
展
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
割
に
は
、
そ
の
定
義

は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
他
方
、
不
動
産
移
転
、
セ
ト
ル
メ
ン
ト
の
ケ
ー
ス
に
は
頻
出
す
る
し
、
特
に
、
一
五
三
五
年
ユ
ー
ス
法
（
２
）

以

論

　説

）
一
一
一
（
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二
〇
二
四
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月
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六
二

降
は
注
目
す
べ
き
発
展
を
し
、
一
七
│
一
九
世
紀
に
お
け
る
不
動
産
移
転
（conveyance

）
に
お
い
て
は
、
Ｂ
＆
Ｓ
に
リ
ー
ス
お
よ
び
そ

の
復
帰
権
放
棄
（lease and release

）
を
付
加
し
た
テ
ク
ニ
カ
ル
な
形
式
が
一
般
的
な
不
動
産
移
転
方
式
と
な
っ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
限
ら
れ
た
資
料
に
基
づ
い
て
で
は
あ
る
が
、
こ
の
バ
ー
ゲ
ン
・
ア
ン
ド
・
セ
ー
ル
と
そ
れ
が
主
に
一
七
│

一
九
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
を
辿
っ
て
み
た
い
。

２
．
中
世
後
期
の
不
動
産
移
転

ま
ず
、
中
世
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
土
地
移
転
（conveyance （
３
））

の
代
表
的
な
方
式
は
、
公
示
封
土
譲
渡
（feoffm

ent

）
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
封
建
制
に
根
差
す
も
の
で
あ
り
、
土
地
を
移
転
す
る
に
は
、
当
事
者
間
の
契
約
の
み
で
は
不
十
分
で
、
領
主
か
ら
与
え
ら
れ
た

シ
ー
ズ
ン
（seisin （
４
））

の
移
転
、
と
そ
れ
に
伴
う
シ
ー
ズ
ン
引
渡
（livery of seisin （
５
））

と
呼
ば
れ
る
儀
式
が
必
要
で
あ
っ
た
。
シ
ー
ズ
ン
と

は
、
封
建
制
に
基
づ
い
て
領
主
か
ら
認
め
ら
れ
た
占
有
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
一
九
世
紀
ま
で
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る

土
地
保
有
の
基
本
概
念
で
あ
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
土
地
法
は
、
こ
の
概
念
の
上
に
構
成
さ
れ
た
。
シ
ー
ズ
ン
引
渡
は
、
実
際
の

土
地
の
占
有
移
転
と
そ
れ
を
公
に
周
知
さ
せ
る
儀
式
で
あ
り
公
示
封
土
譲
渡
の
不
可
欠
の
要
素
で
あ
っ
た
。
こ
の
手
続
き
に
お
い
て
譲
受

人
は
、
実
際
に
土
地
を
占
有
し
領
主
に
封
建
的
負
担
の
引
継
ぎ
を
告
知
す
る
と
と
も
に
、
一
般
に
も
移
転
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
土
地
移
転
に
関
し
て
紛
争
が
発
生
し
た
場
合
、
そ
の
解
決
に
は
、
シ
ー
ズ
ン
を
基
礎
と
し
た
権
利
令
状
に
基
づ
く
煩
瑣

な
手
続
き
が
必
要
で
あ
っ
た
。

）
一
一
一
（

近
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
土
地
移
転
方
式
（
西
山
）

六
三

時
代
が
進
む
に
つ
れ
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
基
づ
く
こ
の
移
転
形
式
の
硬
直
性
、
非
効
率
性
が
認
識
さ
れ
、
こ
の
方
式
を
回
避
す
る
方
法

が
模
索
さ
れ
た
。
そ
の
有
力
な
解
決
方
法
の
一
つ
が
、
エ
ク
イ
テ
ィ
の
考
え
方
を
利
用
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
エ
ク
イ
テ
ィ
を
司
る
大
法

官
府
は
、
一
五
世
紀
ご
ろ
か
ら
衡
平
の
見
地
か
ら
、
当
事
者
に
救
済
を
与
え
始
め
た
。
こ
れ
ら
の
内
、
具
体
的
な
も
の
が
、「
捺
印
証
書

に
よ
る
近
親
者
の
た
め
の
ユ
ー
ス
設
定
宣
言
（covenant to stand seised

）」
と
バ
ー
ゲ
ン
・
ア
ン
ド
・
セ
ー
ル
で
あ
っ
た
。
捺
印
証
書
に

よ
る
近
親
者
の
た
め
の
ユ
ー
ス
設
定
宣
言
の
本
質
は
、
近
親
者
間
の
愛
情
（affection

）
を
有
効
な
約
因
（consideration （
６
））

と
捉
え
て
、

近
親
者
に
ユ
ー
ス
を
移
転
す
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
譲
与
者
は
受
託
者
の
役
割
を
果
た
し
、
シ
ー
ズ
ン
を
保
持
す
る
の
で
こ
の
名

称
が
付
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
Ｘ
が
彼
の
娘
Ａ
、
お
よ
び
彼
女
と
結
婚
す
る
Ｂ
へ
の
ユ
ー
ス
を
付
し
て
、
自
身
で
の
シ
ー
ズ
ン
保
有
を
捺
印

証
書
で
宣
言
す
る
よ
う
な
事
例
（X

, in cosideration that B
 m

arried his daughter, covenanted to stand seised to the use of B
 and his 

daughter

）
で
あ
る
（
７
）

。
こ
の
場
合
、
約
因
は
婚
姻
で
あ
り
、
後
の
宣
言
信
託
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
ユ
ー
ス
の
み
が
移
転

す
る
が
、
こ
の
方
式
は
、
血
縁
関
係
、
も
し
く
は
婚
姻
に
よ
る
約
因
の
範
囲
内
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
て
い

た
。
よ
っ
て
、
家
族
外
の
者
へ
の
移
転
に
つ
い
て
は
他
の
方
式
が
必
要
で
あ
り
、
次
に
述
べ
る
Ｂ
＆
Ｓ
が
用
い
ら
れ
た
。

３
．
バ
ー
ゲ
ン
・
ア
ン
ド
・
セ
ー
ル
（
Ｂ
＆
Ｓ
）

バ
ー
ゲ
ン
（bargain

）
と
は
、
合
意
の
こ
と
で
あ
り
、
セ
ー
ル
（sale

）
と
は
代
金
を
支
払
う
こ
と
と
解
せ
ら
れ
、
直
訳
す
れ
ば
前
記
の

通
り
「
売
買
代
金
支
払
付
売
買
契
約
」
と
な
る
。
元
は
不
動
産
、
動
産
と
も
に
含
む
形
式
で
あ
っ
た
が
、
徐
々
に
不
動
産
の
移
転
に
多
く

使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

）
一
一
一
（



近
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
土
地
移
転
方
式
（
西
山
）

六
三

時
代
が
進
む
に
つ
れ
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
基
づ
く
こ
の
移
転
形
式
の
硬
直
性
、
非
効
率
性
が
認
識
さ
れ
、
こ
の
方
式
を
回
避
す
る
方
法

が
模
索
さ
れ
た
。
そ
の
有
力
な
解
決
方
法
の
一
つ
が
、
エ
ク
イ
テ
ィ
の
考
え
方
を
利
用
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
エ
ク
イ
テ
ィ
を
司
る
大
法

官
府
は
、
一
五
世
紀
ご
ろ
か
ら
衡
平
の
見
地
か
ら
、
当
事
者
に
救
済
を
与
え
始
め
た
。
こ
れ
ら
の
内
、
具
体
的
な
も
の
が
、「
捺
印
証
書

に
よ
る
近
親
者
の
た
め
の
ユ
ー
ス
設
定
宣
言
（covenant to stand seised

）」
と
バ
ー
ゲ
ン
・
ア
ン
ド
・
セ
ー
ル
で
あ
っ
た
。
捺
印
証
書
に

よ
る
近
親
者
の
た
め
の
ユ
ー
ス
設
定
宣
言
の
本
質
は
、
近
親
者
間
の
愛
情
（affection

）
を
有
効
な
約
因
（consideration （
６
））

と
捉
え
て
、

近
親
者
に
ユ
ー
ス
を
移
転
す
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
譲
与
者
は
受
託
者
の
役
割
を
果
た
し
、
シ
ー
ズ
ン
を
保
持
す
る
の
で
こ
の
名

称
が
付
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
Ｘ
が
彼
の
娘
Ａ
、
お
よ
び
彼
女
と
結
婚
す
る
Ｂ
へ
の
ユ
ー
ス
を
付
し
て
、
自
身
で
の
シ
ー
ズ
ン
保
有
を
捺
印

証
書
で
宣
言
す
る
よ
う
な
事
例
（X

, in cosideration that B
 m

arried his daughter, covenanted to stand seised to the use of B
 and his 

daughter

）
で
あ
る
（
７
）

。
こ
の
場
合
、
約
因
は
婚
姻
で
あ
り
、
後
の
宣
言
信
託
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
ユ
ー
ス
の
み
が
移
転

す
る
が
、
こ
の
方
式
は
、
血
縁
関
係
、
も
し
く
は
婚
姻
に
よ
る
約
因
の
範
囲
内
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
て
い

た
。
よ
っ
て
、
家
族
外
の
者
へ
の
移
転
に
つ
い
て
は
他
の
方
式
が
必
要
で
あ
り
、
次
に
述
べ
る
Ｂ
＆
Ｓ
が
用
い
ら
れ
た
。

３
．
バ
ー
ゲ
ン
・
ア
ン
ド
・
セ
ー
ル
（
Ｂ
＆
Ｓ
）

バ
ー
ゲ
ン
（bargain

）
と
は
、
合
意
の
こ
と
で
あ
り
、
セ
ー
ル
（sale
）
と
は
代
金
を
支
払
う
こ
と
と
解
せ
ら
れ
、
直
訳
す
れ
ば
前
記
の

通
り
「
売
買
代
金
支
払
付
売
買
契
約
」
と
な
る
。
元
は
不
動
産
、
動
産
と
も
に
含
む
形
式
で
あ
っ
た
が
、
徐
々
に
不
動
産
の
移
転
に
多
く

使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

）
一
一
一
（
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六
四

こ
の
起
源
に
つ
い
て
、
大
法
官
府
裁
判
所
は
、
一
六
世
紀
初
か
ら
売
買
の
合
意
が
な
さ
れ
、
約
因
を
提
供
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
引
渡
し

を
受
け
ら
れ
な
い
譲
受
人
を
救
済
す
る
た
め
、
エ
ク
イ
テ
ィ
の
見
地
か
ら
、
譲
受
人
に
黙
示
の
ユ
ー
ス
（im

plied use

）
を
認
め
る
よ
う

に
な
っ
た
。
留
意
す
べ
き
は
、
エ
ク
イ
テ
ィ
の
性
質
上
、
約
因
が
必
須
条
件
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
始
ま
り
と
な
り
、
Ｂ
＆
Ｓ

は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
正
式
の
土
地
移
転
手
段
（conveyance

）
に
代
わ
っ
て
徐
々
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
譲
受

人
が
取
得
す
る
の
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
「
シ
ー
ズ
ン
」
で
は
な
く
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
「
黙
示
ユ
ー
ス
」
で
あ
っ
た
。

４
．
ブ
ラ
ク
ス
ト
ン
と
エ
イ
ム
ズ
の
説
明

Ｂ
＆
Ｓ
に
つ
い
て
の
包
括
的
な
定
義
を
探
し
て
み
て
も
権
威
書
に
は
あ
ま
り
多
く
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
数
少
な
い
う
ち
の
一
つ
、
ブ

ラ
ク
ス
ト
ン
（B

lackstone （
８
））

の
「
イ
ギ
リ
ス
法
釈
義
（C

om
m

entaries on T
he L

aw
s of E

ngland

）」
は
、
Ｂ
＆
Ｓ
に
つ
い
て
以
下
の
通
り

説
明
し
て
い
る
（
９
）

。

「
一
三
番
目
の
不
動
産
移
転
は
、
ユ
ー
ス
法
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
土
地
の
Ｂ
＆
Ｓ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
物
的
な
契
約
で
あ
り
、
そ
こ

で
は
、
譲
渡
人
（bargainor

）
が
何
ら
か
の
金
銭
的
約
因
の
た
め
に
、
不
動
産
移
転
契
約
で
あ
る
Ｂ
＆
Ｓ
を
行
う
。
そ
し
て
、
当
該
契
約

に
よ
っ
て
譲
受
人
（bargainee

）
の
た
め
の
ト
ラ
ス
テ
ィ
に
な
る
、
も
し
く
は
譲
受
人
の
ユ
ー
ス
の
た
め
に
占
有
す
る
。
次
い
で
、
ユ
ー

ス
法
が
購
入
を
完
成
す
る
。
的
確
な
表
現
を
す
れ
ば
、
最
初
に
契
約
が
ユ
ー
ス
を
賦
与
し
、
次
い
で
ユ
ー
ス
法
が
占
有
を
賦
与
す
る
の
で

あ
る
。」

）
一
一
一
（

近
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
土
地
移
転
方
式
（
西
山
）

六
五

ま
た
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
有
名
教
授
、
エ
イ
ム
ズ
（A

m
es （

10
）

）
は
以
下
の
通
り
説
明
し
て
い
る
（
11
）

。

「
土
地
の
売
却
に
つ
き
合
意
が
あ
り
、
シ
ー
ズ
ン
引
渡
が
な
い
場
合
、
土
地
の
回
復
に
つ
い
て
は
、
動
産
に
お
け
る
動
産
返
還
請
求
訴
訟

（detinue

）
の
よ
う
な
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
救
済
は
な
い
。
し
か
し
、
一
六
世
紀
初
頭
に
は
エ
ク
イ
テ
ィ
は
、
も
し
買
主
が
購
入
代
金

を
支
払
済
み
、
も
し
く
は
支
払
合
意
済
み
で
あ
る
な
ら
、
売
主
は
買
主
の
た
め
に
土
地
を
保
有
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
欠
陥
を
補
完
し
た
。
買
主
に
土
地
の
ユ
ー
ス
を
与
え
る
点
に
お
い
て
約
因
が
肝
要
で
あ
る
の
は
、
動
産
に
お
い
て
動

産
返
還
請
求
訴
訟
を
維
持
す
る
た
め
に
は
対
価
（quid pro quo

）
が
必
要
な
の
と
同
じ
で
あ
る
。」

５
．
ユ
ー
ス
法
と
の
関
係

こ
の
、
も
と
も
と
エ
ク
イ
テ
ィ
の
考
え
方
か
ら
始
ま
っ
た
Ｂ
＆
Ｓ
は
、
一
五
三
五
年
の
ユ
ー
ス
法
制
定
に
よ
り
大
き
く
変
化
し
た
。

ユ
ー
ス
法
は
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
で
認
め
ら
れ
た
受
益
権
を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
権
利
に
転
換
し
た
の
で
、
Ｂ
＆
Ｓ
で
認
め
ら
れ
た
黙
示

ユ
ー
ス
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
不
動
産
権
に
転
換
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
う
な
る
と
、
前
述
の
ブ
ラ
ク
ス
ト
ン
の
説
明
に
あ
っ
た
通

り
、
土
地
の
移
転
に
お
い
て
、
ま
ず
Ｂ
＆
Ｓ
で
黙
示
ユ
ー
ス
を
移
転
し
、
ユ
ー
ス
法
に
基
づ
き
そ
れ
を
自
由
保
有
権
に
転
換
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
公
示
封
土
譲
渡
と
の
関
係
で
あ
る
。
公
示
の
な
い
土
地
移
転
を
認
め

れ
ば
、
シ
ー
ズ
ン
の
存
在
、
即
ち
封
建
的
義
務
の
負
担
者
の
存
在
が
不
明
確
に
な
り
、
い
わ
ゆ
る
「
公
示
な
き
不
動
産
移
転
（secret 

conveyance

）」
が
発
生
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
重
要
原
則
が
崩
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問
題
は
、
ユ
ー
ス
法
の
制
定
過
程
で
既
に
認
識

さ
れ
、
ユ
ー
ス
法
制
定
と
同
時
期
に
、
次
に
述
べ
る
「
一
五
三
五
年
登
録
法
（S

tatute of E
nrolm

ents （
12
））」

が
制
定
さ
れ
た
。

）
一
一
一
（



近
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
土
地
移
転
方
式
（
西
山
）

六
五

ま
た
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
有
名
教
授
、
エ
イ
ム
ズ
（A

m
es （

10
）

）
は
以
下
の
通
り
説
明
し
て
い
る
（
11
）

。

「
土
地
の
売
却
に
つ
き
合
意
が
あ
り
、
シ
ー
ズ
ン
引
渡
が
な
い
場
合
、
土
地
の
回
復
に
つ
い
て
は
、
動
産
に
お
け
る
動
産
返
還
請
求
訴
訟

（detinue
）
の
よ
う
な
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
救
済
は
な
い
。
し
か
し
、
一
六
世
紀
初
頭
に
は
エ
ク
イ
テ
ィ
は
、
も
し
買
主
が
購
入
代
金

を
支
払
済
み
、
も
し
く
は
支
払
合
意
済
み
で
あ
る
な
ら
、
売
主
は
買
主
の
た
め
に
土
地
を
保
有
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
欠
陥
を
補
完
し
た
。
買
主
に
土
地
の
ユ
ー
ス
を
与
え
る
点
に
お
い
て
約
因
が
肝
要
で
あ
る
の
は
、
動
産
に
お
い
て
動

産
返
還
請
求
訴
訟
を
維
持
す
る
た
め
に
は
対
価
（quid pro quo

）
が
必
要
な
の
と
同
じ
で
あ
る
。」

５
．
ユ
ー
ス
法
と
の
関
係

こ
の
、
も
と
も
と
エ
ク
イ
テ
ィ
の
考
え
方
か
ら
始
ま
っ
た
Ｂ
＆
Ｓ
は
、
一
五
三
五
年
の
ユ
ー
ス
法
制
定
に
よ
り
大
き
く
変
化
し
た
。

ユ
ー
ス
法
は
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
で
認
め
ら
れ
た
受
益
権
を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
権
利
に
転
換
し
た
の
で
、
Ｂ
＆
Ｓ
で
認
め
ら
れ
た
黙
示

ユ
ー
ス
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
不
動
産
権
に
転
換
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
う
な
る
と
、
前
述
の
ブ
ラ
ク
ス
ト
ン
の
説
明
に
あ
っ
た
通

り
、
土
地
の
移
転
に
お
い
て
、
ま
ず
Ｂ
＆
Ｓ
で
黙
示
ユ
ー
ス
を
移
転
し
、
ユ
ー
ス
法
に
基
づ
き
そ
れ
を
自
由
保
有
権
に
転
換
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
公
示
封
土
譲
渡
と
の
関
係
で
あ
る
。
公
示
の
な
い
土
地
移
転
を
認
め

れ
ば
、
シ
ー
ズ
ン
の
存
在
、
即
ち
封
建
的
義
務
の
負
担
者
の
存
在
が
不
明
確
に
な
り
、
い
わ
ゆ
る
「
公
示
な
き
不
動
産
移
転
（secret 

conveyance

）」
が
発
生
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
重
要
原
則
が
崩
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問
題
は
、
ユ
ー
ス
法
の
制
定
過
程
で
既
に
認
識

さ
れ
、
ユ
ー
ス
法
制
定
と
同
時
期
に
、
次
に
述
べ
る
「
一
五
三
五
年
登
録
法
（S

tatute of E
nrolm

ents （
12
））」

が
制
定
さ
れ
た
。

）
一
一
一
（



日
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巻
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（
二
〇
二
四
年
九
月
）

六
六

６
．
一
五
三
五
年
登
録
法

同
法
は
、「
法
定
相
続
不
動
産
（inheritance

）
お
よ
び
自
由
保
有
権
（freehold

）
の
Ｂ
＆
Ｓ
に
お
い
て
、
捺
印
証
書
（indenture

）
を

作
成
後
六
か
月
以
内
に
ロ
ン
ド
ン
・
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
（W
estm

inster

）
の
裁
判
所
、
も
し
く
は
州
の
治
安
判
事
記
録
所
（custos 

rotulorum

）
に
登
録
（register

）
し
な
け
れ
ば
コ
モ
ン
・
ロ
ー
不
動
産
権
（legal estate

）
は
移
転
し
な
い
（
13
）

」
と
定
め
た
。
す
な
わ
ち
、
登

録
が
な
け
れ
ば
、
Ｂ
＆
Ｓ
に
よ
り
発
生
す
る
ユ
ー
ス
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
不
動
産
権
に
転
換
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
同
法
は
、
ユ
ー
ス
法

と
同
じ
議
会
会
期
内
に
定
め
ら
れ
、「
ユ
ー
ス
法
の
但
書
」
と
か
、「
緊
急
立
法
」
と
解
さ
れ
て
き
た
。
同
法
の
目
的
は
、
公
示
封
土
譲
渡

に
よ
る
公
示
を
回
避
す
る
こ
と
に
よ
る
「
公
示
な
き
不
動
産
移
転
」
の
懸
念
を
防
ぐ
た
め
、
と
一
般
に
説
明
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
し
、
国

王
の
本
来
の
立
法
目
的
は
、
最
終
的
に
は
封
建
的
収
入
の
確
保
に
あ
る
が
、
そ
の
基
礎
と
し
て
「
ユ
ー
ス
法
が
権
原
の
安
全
性
（security 

of title

）
に
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
た
め
の
手
段
の
必
要
性
（
14
）

」
を
重
視
し
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
す
べ
て
の
不
動
産

権
移
転
の
登
録
（registration

）
の
義
務
化
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
封
建
的
義
務
の
負
担
者
の
明
確
化
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
制
度

の
創
設
は
、
非
常
に
大
き
な
手
間
、
時
間
を
要
す
る
の
で
現
実
的
に
困
難
で
あ
り
、
多
く
の
反
対
を
受
け
廃
案
と
な
っ
た
。
そ
の
代
わ
り

に
提
出
さ
れ
、
成
立
し
た
の
が
、
登
録
の
範
囲
を
「
自
由
保
有
権
の
Ｂ
＆
Ｓ
」
の
み
に
限
定
し
た
登
録
法
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
登
録
」
に
つ
い
て
、
土
地
保
有
者
は
、「
取
引
の
公
示
」
を
望
ま
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
が
、
中
世
に
お

け
る
不
動
産
移
転
を
専
門
と
す
る
カ
イ
エ
（K

aye

）
教
授
は
、「
一
六
世
紀
に
は
シ
ー
ズ
ン
引
渡
は
変
化
し
て
以
前
ほ
ど
の
負
担
で
な
く
、

む
し
ろ
登
録
手
続
が
負
担
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
（
15
）

」
と
指
摘
し
て
い
る
。
即
ち
、
登
録
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
に
あ

）
一
一
一
（

近
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
土
地
移
転
方
式
（
西
山
）

六
七

る
裁
判
所
、
お
よ
び
州
の
限
ら
れ
た
記
録
所
に
出
向
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
時
の
交
通
事
情
か
ら
す
る
と
大
き
な
負
担
で
あ
り
、
ま
た

登
録
の
た
め
の
時
間
も
不
確
実
の
た
め
に
敬
遠
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
登
録
法
に
お
け
る
規
制
対
象
は
、「
自
由
保
有
権
」
と
あ
る
の
で
、「
期
間
権
（term

 of years

）」
は
対
象
外
と
解
さ
れ
た
。

こ
の
た
め
、
こ
の
登
録
法
の
公
示
要
件
を
回
避
す
る
た
め
の
方
法
が
、
規
制
に
よ
り
不
便
を
被
る
側
の
ロ
ー
ヤ
ー
に
よ
り
直
ち
に
考
え
出

さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、「
自
由
保
有
権
」
の
代
わ
り
に
「
期
間
権
」
を
用
い
る
方
法
で
あ
る
。
期
間
権
は
物
的
な
権
利
で
は
な
い
が
、
同

じ
く
占
有
を
移
転
す
る
こ
と
で
、
一
五
世
紀
の
リ
ト
ル
ト
ン
の
時
代
に
は
、
不
動
産
権
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
と
も
言
わ
れ
る
。
そ
れ

な
ら
、
な
ぜ
ダ
イ
レ
ク
ト
に
期
間
権
を
与
え
る
の
で
は
な
く
、
わ
ざ
わ
ざ
「
期
間
権
の
Ｂ
＆
Ｓ
」
を
用
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る

が
、
そ
の
回
答
は
後
に
説
明
す
る
ユ
ー
ス
法
と
の
繋
が
り
で
あ
る
。

７
．
期
間
権
と
ユ
ー
ス
法

不
動
産
移
転
の
次
の
段
階
は
、
こ
の
「
期
間
権
の
Ｂ
＆
Ｓ
」
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
で
既
に
有
効
な
不
動
産
移
転
方
法
と
し
て
認
め
ら
れ

て
い
た
リ
ー
ス
復
帰
権
放
棄
（lease and release

）
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
単
な
る
期
間
権
で
は
な
く
、
自
由
保
有
権
と
同
等
の

「
不
動
産
権
」
と
し
て
移
転
し
よ
う
と
い
う
画
期
的
な
試
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
の
前
に
、
ま
ず
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の

期
間
権
の
要
件
、
お
よ
び
ユ
ー
ス
法
と
の
関
係
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

）
一
一
一
（



近
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
土
地
移
転
方
式
（
西
山
）

六
七

る
裁
判
所
、
お
よ
び
州
の
限
ら
れ
た
記
録
所
に
出
向
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
時
の
交
通
事
情
か
ら
す
る
と
大
き
な
負
担
で
あ
り
、
ま
た

登
録
の
た
め
の
時
間
も
不
確
実
の
た
め
に
敬
遠
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
登
録
法
に
お
け
る
規
制
対
象
は
、「
自
由
保
有
権
」
と
あ
る
の
で
、「
期
間
権
（term

 of years

）」
は
対
象
外
と
解
さ
れ
た
。

こ
の
た
め
、
こ
の
登
録
法
の
公
示
要
件
を
回
避
す
る
た
め
の
方
法
が
、
規
制
に
よ
り
不
便
を
被
る
側
の
ロ
ー
ヤ
ー
に
よ
り
直
ち
に
考
え
出

さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、「
自
由
保
有
権
」
の
代
わ
り
に
「
期
間
権
」
を
用
い
る
方
法
で
あ
る
。
期
間
権
は
物
的
な
権
利
で
は
な
い
が
、
同

じ
く
占
有
を
移
転
す
る
こ
と
で
、
一
五
世
紀
の
リ
ト
ル
ト
ン
の
時
代
に
は
、
不
動
産
権
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
と
も
言
わ
れ
る
。
そ
れ

な
ら
、
な
ぜ
ダ
イ
レ
ク
ト
に
期
間
権
を
与
え
る
の
で
は
な
く
、
わ
ざ
わ
ざ
「
期
間
権
の
Ｂ
＆
Ｓ
」
を
用
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る

が
、
そ
の
回
答
は
後
に
説
明
す
る
ユ
ー
ス
法
と
の
繋
が
り
で
あ
る
。

７
．
期
間
権
と
ユ
ー
ス
法

不
動
産
移
転
の
次
の
段
階
は
、
こ
の
「
期
間
権
の
Ｂ
＆
Ｓ
」
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
で
既
に
有
効
な
不
動
産
移
転
方
法
と
し
て
認
め
ら
れ

て
い
た
リ
ー
ス
復
帰
権
放
棄
（lease and release

）
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
単
な
る
期
間
権
で
は
な
く
、
自
由
保
有
権
と
同
等
の

「
不
動
産
権
」
と
し
て
移
転
し
よ
う
と
い
う
画
期
的
な
試
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
の
前
に
、
ま
ず
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の

期
間
権
の
要
件
、
お
よ
び
ユ
ー
ス
法
と
の
関
係
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

）
一
一
一
（
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六
八

①

　コ
モ
ン
・
ロ
ー

期
間
権
は
、
基
本
的
に
契
約
で
あ
り
、
シ
ー
ズ
ン
は
な
い
。
た
だ
し
、
占
有
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
、
動
産
と
不
動
産
の
中
間
的
性

質
を
持
ち
、
物
的
動
産
（chattel real

）
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
場
合
の
「
占
有
」
は
、
概
念
的
な
占
有
と
い
う
よ
り
、
事
実
上
の
「
立
入

り
（entry

）」
を
意
味
す
る
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
は
、
こ
の
立
入
り
権
が
重
要
で
あ
り
、
こ
れ
が
な
い
場
合
は
、
将
来
的
賃
借
権

（interessa term
ini

）
と
呼
ば
れ
、「
不
動
産
権
（estate

）」
で
は
な
く
「
権
益
（interest

）」
と
判
断
さ
れ
、
独
自
の
法
理
が
発
展
し
た
。

す
な
わ
ち
、
同
権
益
は
移
転
可
能
で
あ
り
、
賃
借
人
が
「
立
入
り
」
を
行
っ
て
い
な
く
と
も
、
賃
借
し
た
家
屋
敷
や
農
地
を
第
三
者
が
侵

害
す
れ
ば
、
権
益
に
基
づ
き
救
済
を
得
ら
れ
る
可
能
性
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
立
入
り
」
の
な
い
期
間
権
は
、
正
式
の
権
利
で
は
な
い

の
で
復
帰
権
放
棄
の
基
礎
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
。

②

　ユ
ー
ス
法

ユ
ー
ス
法
は
、
自
由
保
有
権
の
シ
ー
ズ
ン
を
中
心
に
し
て
、「
あ
る
者
が
他
人
の
た
め
に
自
由
保
有
権
を
占
有
（seize

）
す
る
な
ら
爾

後
、
そ
の
他
人
が
自
由
保
有
権
を
得
る
」
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
期
間
権
は
自
由
保
有
権
で
は
な
い
の
で
、
ユ
ー
ス
法
の
適
用
は
な

い
と
一
般
的
に
は
解
さ
れ
て
い
る
の
で
、
な
ぜ
、
期
間
権
に
ユ
ー
ス
法
が
適
用
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ユ
ー
ス
法
一
条
の
関
係
部
分
（
16
）

は
、

「
単
純
不
動
産
権
、
限
嗣
不
動
産
権
に
お
い
て
、
生
涯
の
期
間
、
一
定
の
期
間
、
ユ
ー
ス
を
有
す
る
す
べ
て
の
人
は
、
本
法
以
降
、
同

じ
土
地
、
相
続
財
産
に
お
い
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
解
釈
上
、
彼
ら
が
同
じ
不
動
産
に
お
い
て
、
ユ
ー
ス
の
中
で
過
去
に
有
し
、
今
後
有

）
一
一
一
（

近
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
土
地
移
転
方
式
（
西
山
）

六
九

す
る
で
あ
ろ
う
と
同
じ
不
動
産
権
を
保
有
お
よ
び
占
有
（stand and be seized

）
し
、
合
法
的
な
シ
ー
ズ
ン
、
不
動
産
権
、
占
有

（posession

）
を
有
す
る
と
み
な
さ
れ
る
。」、
と
定
め
て
い
る
。

ホ
ウ
ル
ズ
ワ
ー
ス
（
17
）

は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
「
ユ
ー
ス
法
は
、A

 is seized to B
’s use for years

と
い
う
設
定
に
は
ユ
ー
ス
法
の
適

用
を
認
め
て
い
る
（
18
）

」
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
当
事
者
間
に
お
い
て
は
占
有
（seize

）
の
対
象
が
期
間
権
と
い
う
動
産
と
い
う
よ
り
、

土
地
自
体
（seized of the land

）
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
と
解
釈
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
Ｂ
の
ユ
ー
ス
は
、
ユ
ー
ス
法
の
適
用
を
受
け
。
コ

モ
ン
・
ロ
ー
上
の
権
利
に
転
換
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、「
Ａ
が
土
地
を
Ｂ
に
数
年
間
Ｂ
＆
Ｓ
す
る
（A

 bargained and sold the land for 

years to B

）」
の
設
定
は
、
Ｂ
＆
Ｓ
の
解
釈
に
よ
り
、「
Ａ
が
土
地
を
数
年
間
Ｂ
へ
の
ユ
ー
ス
付
き
で
占
有
す
る
（A

 is seised to B
’s use 

of the land for years

）
と
な
る
。
そ
し
て
ユ
ー
ス
で
は
、
期
間
権
に
立
入
り
は
必
要
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
Ｂ
の
ユ
ー
ス
は
、

ユ
ー
ス
法
の
効
果
と
し
て
「
立
入
り
」
を
必
要
と
し
な
い
期
間
権
に
直
ち
に
転
換
さ
れ
た
と
解
釈
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
19
）

。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
制
史
の
泰
斗
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
（M

aitland （
20
））

は
、「
エ
ク
イ
テ
ィ
（E

quity

）」
と
題
す
る
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
の

有
名
な
講
義
に
お
い
て
（
21
）

、
以
下
の
通
り
明
解
に
解
説
し
て
い
る
。

「
リ
ー
ス
権
に
は
、
ユ
ー
ス
法
は
適
用
さ
れ
な
い
と
よ
く
言
わ
れ
る
。
こ
れ
は
正
し
い
が
、
説
明
が
必
要
で
あ
る
。（
中
略
）
単
純
不
動

産
権
の
テ
ナ
ン
ト
で
あ
る
私
が
Ｘ
へ
の
一
、〇
〇
〇
年
間
の
ユ
ー
ス
、
も
し
く
は
ト
ラ
ス
ト
を
付
し
て
土
地
を
Ａ
に
移
転
す
る
場
合
、
こ

れ
は
、
Ｘ
に
与
え
ら
れ
た
期
間
権
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
期
間
権
と
な
る
、
と
ユ
ー
ス
法
が
明
示
的
に
定
め
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
し
か
し
、

話
を
続
け
る
と
、
期
間
権
を
持
つ
Ｘ
が
そ
れ
を
Ｙ
へ
の
ユ
ー
ス
を
付
し
て
Ｂ
に
譲
渡
す
る
な
ら
、
こ
れ
は
ユ
ー
ス
法
の
適
用
外
で
あ
る
。

）
一
一
一
（



近
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
土
地
移
転
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式
（
西
山
）

六
九

す
る
で
あ
ろ
う
と
同
じ
不
動
産
権
を
保
有
お
よ
び
占
有
（stand and be seized

）
し
、
合
法
的
な
シ
ー
ズ
ン
、
不
動
産
権
、
占
有

（posession

）
を
有
す
る
と
み
な
さ
れ
る
。」、
と
定
め
て
い
る
。

ホ
ウ
ル
ズ
ワ
ー
ス
（
17
）

は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
「
ユ
ー
ス
法
は
、A

 is seized to B
’s use for years

と
い
う
設
定
に
は
ユ
ー
ス
法
の
適

用
を
認
め
て
い
る
（
18
）

」
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
当
事
者
間
に
お
い
て
は
占
有
（seize

）
の
対
象
が
期
間
権
と
い
う
動
産
と
い
う
よ
り
、

土
地
自
体
（seized of the land

）
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
と
解
釈
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
Ｂ
の
ユ
ー
ス
は
、
ユ
ー
ス
法
の
適
用
を
受
け
。
コ

モ
ン
・
ロ
ー
上
の
権
利
に
転
換
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、「
Ａ
が
土
地
を
Ｂ
に
数
年
間
Ｂ
＆
Ｓ
す
る
（A

 bargained and sold the land for 

years to B

）」
の
設
定
は
、
Ｂ
＆
Ｓ
の
解
釈
に
よ
り
、「
Ａ
が
土
地
を
数
年
間
Ｂ
へ
の
ユ
ー
ス
付
き
で
占
有
す
る
（A

 is seised to B
’s use 

of the land for years

）
と
な
る
。
そ
し
て
ユ
ー
ス
で
は
、
期
間
権
に
立
入
り
は
必
要
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
Ｂ
の
ユ
ー
ス
は
、

ユ
ー
ス
法
の
効
果
と
し
て
「
立
入
り
」
を
必
要
と
し
な
い
期
間
権
に
直
ち
に
転
換
さ
れ
た
と
解
釈
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
19
）

。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
制
史
の
泰
斗
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
（M

aitland （
20
））

は
、「
エ
ク
イ
テ
ィ
（E

quity

）」
と
題
す
る
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
の

有
名
な
講
義
に
お
い
て
（
21
）

、
以
下
の
通
り
明
解
に
解
説
し
て
い
る
。

「
リ
ー
ス
権
に
は
、
ユ
ー
ス
法
は
適
用
さ
れ
な
い
と
よ
く
言
わ
れ
る
。
こ
れ
は
正
し
い
が
、
説
明
が
必
要
で
あ
る
。（
中
略
）
単
純
不
動

産
権
の
テ
ナ
ン
ト
で
あ
る
私
が
Ｘ
へ
の
一
、〇
〇
〇
年
間
の
ユ
ー
ス
、
も
し
く
は
ト
ラ
ス
ト
を
付
し
て
土
地
を
Ａ
に
移
転
す
る
場
合
、
こ

れ
は
、
Ｘ
に
与
え
ら
れ
た
期
間
権
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
期
間
権
と
な
る
、
と
ユ
ー
ス
法
が
明
示
的
に
定
め
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
し
か
し
、

話
を
続
け
る
と
、
期
間
権
を
持
つ
Ｘ
が
そ
れ
を
Ｙ
へ
の
ユ
ー
ス
を
付
し
て
Ｂ
に
譲
渡
す
る
な
ら
、
こ
れ
は
ユ
ー
ス
法
の
適
用
外
で
あ
る
。

）
一
一
一
（
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（
二
〇
二
四
年
九
月
）

七
〇

な
ぜ
な
ら
Ｘ
も
Ｂ
も
シ
ー
ズ
ン
を
有
さ
な
い
の
で
、
ユ
ー
ス
法
は
、
Ｙ
へ
の
ユ
ー
ス
の
た
め
に
シ
ー
ズ
ン
を
有
す
る
者
を
見
出
せ
な
い
か

ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
ユ
ー
ス
法
は
、
一
度
期
間
権
が
創
設
さ
れ
た
後
の
期
間
権
の
移
転
や
譲
渡
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
の
が
正
し

い
（
22
）

。」ハ
ー
グ
レ
イ
ブ
と
バ
ト
ラ
ー
（H

argrave &
 B

utler

）
は
、「
ク
ッ
ク
・
ア
ポ
ン
・
リ
ト
ル
ト
ン
（C

oke upon L
ittleton

）」
に
対
す
る
詳

細
な
注
釈
の
中
（
23
）

で
、「
占
有
を
取
得
す
る
た
め
の
こ
の
立
入
り
の
必
要
性
は
、
ユ
ー
ス
法
に
よ
り
代
替
さ
れ
不
要
と
さ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、

同
法
に
よ
っ
て
占
有
は
、
直
ち
に
受
益
者
に
移
転
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
同
法
の
下
で
の
譲
受
人
（bargainee

）
は
、
立
入
り

前
、
も
し
く
は
立
入
り
が
な
く
と
も
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
立
入
り
後
の
賃
借
人
（lessee

）
と
同
じ
占
有
を
有
し
、
復
帰
権
放
棄

が
可
能
と
な
っ
た
。」、
と
解
説
し
て
い
る
。

８
．
リ
ー
ス
復
帰
権
放
棄

次
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
期
間
権
と
リ
ー
ス
復
帰
権
放
棄
（lease &

 release

）
の
関
係
で
あ
る
。
リ
ー
ス
復
帰
権
放
棄
と
は
、

賃
借
人
よ
り
の
権
利
放
棄
（surrender

）
と
並
ん
で
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
不
動
産
移
転
方
式
の
一
つ
と
し
て
古
く
か
ら
認
知
さ
れ
て
い
た
方

法
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
Ａ
が
単
純
不
動
産
権
を
Ｂ
に
一
〇
年
間
の
リ
ー
ス
を
す
れ
ば
、
Ａ
は
リ
ー
ス
が
終
了
す
る
一
〇
年
後
に
は
完
全

な
単
純
不
動
産
権
を
回
復
す
る
。
こ
の
将
来
権
を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
「
復
帰
権
（reversion

）」
と
し
て
重
視
し
、
独
立
し
た
「
不
動
産

権
」
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
た
。
Ａ
が
リ
ー
ス
期
間
の
途
中
で
こ
の
復
帰
権
を
放
棄
（release

）
す
れ
ば
、
Ｂ
は
単
純
不
動
産
権
を
取
得

）
一
一
一
（

近
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
土
地
移
転
方
式
（
西
山
）

七
一

で
き
る
。
復
帰
権
者
が
こ
の
復
帰
権
放
棄
を
行
う
に
は
、
証
書
（deed

）
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
一
見
、
マ
ジ
ッ
ク
の
よ

う
に
も
見
え
る
が
、
占
有
を
重
視
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
い
て
は
、
既
に
土
地
を
占
有
し
て
い
る
賃
借
人
に
、
復
帰
権
を
放
棄

す
る
こ
と
に
よ
り
自
由
保
有
権
を
与
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
は
な
く
、
逆
方
向
の
即
ち
、
テ
ナ
ン
ト
か
ら
賃
借
権
を
放
棄
す
る

リ
ー
ス
権
放
棄
（surrender

）
と
並
ん
で
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
た
。「
リ
ー
ス
復
帰
権
放
棄
と
は
、
テ
ナ
ン
ト
が
土
地
を
占
有
し
、

領
主
が
彼
の
権
利
を
テ
ナ
ン
ト
に
移
転
さ
せ
た
い
時
に
使
用
さ
れ
た
。
そ
れ
は
時
に
は
、
リ
ー
ス
と
そ
の
下
で
の
占
有
に
関
連
し
て
、

シ
ー
ズ
ン
引
渡
を
必
要
と
す
る
公
示
封
土
譲
渡
の
代
替
手
段
と
し
て
使
用
さ
れ
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
い
て
不
動
産
権
移
転
の
方
式
の
一

つ
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
（
24
）

。」
と
ホ
ウ
ル
ズ
ワ
ー
ス
は
解
説
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
は
、
復
帰
権
放
棄
を
利
用
す
る
に
は
、
期
間
権
自
体
が
正
式
の
権
利
に
な
っ
て
お
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
賃
借

人
の
当
該
土
地
へ
の
立
入
り
（entry

）
が
必
須
の
要
件
と
さ
れ
て
い
た
。
よ
っ
て
、
復
帰
権
放
棄
を
用
い
る
に
は
、
こ
の
ハ
ー
ド
ル
を
ク

リ
ア
ー
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
。

９
．
ラ
ト
ウ
ィ
ッ
チ
（L

utw
ich

）
ケ
ー
ス

こ
の
問
題
は
、
一
六
二
〇
年
の
ラ
ト
ウ
ィ
ッ
チ
対
ミ
ト
ン
・
ケ
ー
ス
（L

utw
ich v. M

itton

）
に
お
い
て
、「
期
間
権
の
Ｂ
＆
Ｓ
に
お
い

て
は
、
こ
の
立
入
り
は
、
必
要
で
な
い
」
と
判
示
さ
れ
た
。
三
人
の
有
力
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
首
席
裁
判
官
で
構
成
さ
れ
る
（
25
）

後
見
裁

判
所
（
26
）

に
よ
る
同
ケ
ー
ス
の
詳
細
な
記
録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
概
要
は
、
以
下
の
通
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
27
）

。

）
一
一
一
（



近
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
土
地
移
転
方
式
（
西
山
）

七
一

で
き
る
。
復
帰
権
者
が
こ
の
復
帰
権
放
棄
を
行
う
に
は
、
証
書
（deed

）
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
一
見
、
マ
ジ
ッ
ク
の
よ

う
に
も
見
え
る
が
、
占
有
を
重
視
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
い
て
は
、
既
に
土
地
を
占
有
し
て
い
る
賃
借
人
に
、
復
帰
権
を
放
棄

す
る
こ
と
に
よ
り
自
由
保
有
権
を
与
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
は
な
く
、
逆
方
向
の
即
ち
、
テ
ナ
ン
ト
か
ら
賃
借
権
を
放
棄
す
る

リ
ー
ス
権
放
棄
（surrender

）
と
並
ん
で
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
た
。「
リ
ー
ス
復
帰
権
放
棄
と
は
、
テ
ナ
ン
ト
が
土
地
を
占
有
し
、

領
主
が
彼
の
権
利
を
テ
ナ
ン
ト
に
移
転
さ
せ
た
い
時
に
使
用
さ
れ
た
。
そ
れ
は
時
に
は
、
リ
ー
ス
と
そ
の
下
で
の
占
有
に
関
連
し
て
、

シ
ー
ズ
ン
引
渡
を
必
要
と
す
る
公
示
封
土
譲
渡
の
代
替
手
段
と
し
て
使
用
さ
れ
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
い
て
不
動
産
権
移
転
の
方
式
の
一

つ
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
（
24
）

。」
と
ホ
ウ
ル
ズ
ワ
ー
ス
は
解
説
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
は
、
復
帰
権
放
棄
を
利
用
す
る
に
は
、
期
間
権
自
体
が
正
式
の
権
利
に
な
っ
て
お
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
賃
借

人
の
当
該
土
地
へ
の
立
入
り
（entry

）
が
必
須
の
要
件
と
さ
れ
て
い
た
。
よ
っ
て
、
復
帰
権
放
棄
を
用
い
る
に
は
、
こ
の
ハ
ー
ド
ル
を
ク

リ
ア
ー
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
。

９
．
ラ
ト
ウ
ィ
ッ
チ
（L

utw
ich

）
ケ
ー
ス

こ
の
問
題
は
、
一
六
二
〇
年
の
ラ
ト
ウ
ィ
ッ
チ
対
ミ
ト
ン
・
ケ
ー
ス
（L

utw
ich v. M

itton

）
に
お
い
て
、「
期
間
権
の
Ｂ
＆
Ｓ
に
お
い

て
は
、
こ
の
立
入
り
は
、
必
要
で
な
い
」
と
判
示
さ
れ
た
。
三
人
の
有
力
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
首
席
裁
判
官
で
構
成
さ
れ
る
（
25
）

後
見
裁

判
所
（
26
）

に
よ
る
同
ケ
ー
ス
の
詳
細
な
記
録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
概
要
は
、
以
下
の
通
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
27
）

。

）
一
一
一
（
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七
二

「
Ａ
が
Ｂ
＆
Ｓ
で
期
間
権
を
Ｂ
に
移
転
し
、
そ
の
後
に
、
復
帰
権
を
Ｃ
に
移
転
し
た
場
合
、
Ｂ
は
立
入
り
し
て
い
な
く
と
も
ユ
ー
ス
法

の
適
用
に
よ
り
、
復
帰
権
か
ら
分
離
さ
れ
た
リ
ー
ス
権
と
い
う
不
動
産
権
（estate

）
を
持
つ
。
本
権
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
リ
ー
ス

と
異
な
り
、
ユ
ー
ス
法
に
よ
り
不
動
産
権
が
絶
対
的
に
か
つ
現
実
に
付
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
立
ち
入
り
、
お
よ
び
現
実
の
占
有
が
な

く
と
も
侵
害
は
生
じ
な
い
。」

同
判
決
は
、
期
間
権
の
Ｂ
＆
Ｓ
に
ユ
ー
ス
法
の
適
用
を
認
め
、
そ
の
場
合
に
限
っ
て
立
入
り
の
な
い
期
間
権
に
不
動
産
権
を
認
め
た
の

で
あ
る
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
リ
ー
ス
で
あ
れ
ば
「
立
入
り
」
が
必
要
で
あ
る
が
、
ユ
ー
ス
法
が
介
在
す
れ
ば
そ
れ
を
省
略
で
き
る
と
い

う
意
味
で
、
直
接
の
リ
ー
ス
で
は
な
く
、
Ｂ
＆
Ｓ
を
挿
入
す
る
意
味
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
結
論
は
、
前
記
の
ユ
ー
ス
法
の
解
釈
か

ら
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
判
決
は
そ
れ
を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
の
首
席
裁
判
官
た
ち
が
受
け
入
れ
た
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
言

え
よ
う
。

ホ
ウ
ル
ズ
ワ
ー
ス
は
、
こ
の
間
の
事
情
に
つ
き
次
の
通
り
述
べ
て
い
る
。「
ユ
ー
ス
法
の
効
果
は
、
リ
ー
ス
に
基
づ
く
占
有
を
必
要
と

し
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
Ｂ
＆
Ｓ
は
、
売
主
が
期
間
権
の
購
入
者
の
た
め
に
ユ
ー
ス
付
で
シ
ー
ズ
ン
を
保
有
す
る
と
い
う
状
況
を
創
り

出
し
、
ユ
ー
ス
法
は
ユ
ー
ス
を
購
入
者
の
占
有
を
必
要
と
し
な
い
現
実
の
占
有
に
転
換
（convert

）
し
た
。
当
該
購
入
者
が
賃
貸
人
か
ら

復
帰
権
放
棄
を
取
得
し
、
よ
っ
て
占
有
な
し
に
自
由
保
有
権
を
取
得
で
き
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
（
28
）

。」

）
一
一
一
（

近
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
土
地
移
転
方
式
（
西
山
）

七
三

10
．
復
帰
権
放
棄
付
期
間
権
の
Ｂ
＆
Ｓ

か
く
て
、
期
間
権
の
Ｂ
＆
Ｓ
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
で
作
用
す
る
復
帰
権
放
棄
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
登
録
の
い
ら
な
い
自
由

保
有
権
を
移
転
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
本
来
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
考
慮
か
ら
生
ま
れ
た
Ｂ
＆
Ｓ
に
よ
り
移
転
さ
れ
た
期

間
権
は
、
ユ
ー
ス
法
に
よ
り
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
期
間
権
と
な
り
、
次
に
復
帰
権
放
棄
に
よ
り
自
由
保
有
権
と
な
っ
た
。「
こ
の
精
妙
な

工
夫
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
、
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
（S

t. Jones C
ollege

）
の
評
議
員
で
あ
り
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
・

ユ
ー
ス
の
講
義
で
有
名
な
サ
ー
・
フ
ラ
ン
シ
ス
・
モ
ア
（S

ir F
rancis M

oore ; 1558-1621

）
に
よ
り
お
そ
ら
く
一
七
世
紀
初
頭
に
発
明
さ

れ
た
こ
と
は
、
一
七
世
紀
の
確
立
し
た
言
い
伝
え
で
あ
っ
た
（
29
）

。」
モ
ア
は
、
不
動
産
移
転
、
信
託
に
精
通
し
た
著
名
な
「
不
動
産
移
転
法

廷
弁
護
士
（conveyancing barrister

）」
で
あ
っ
た
（
30
）

。
ユ
ー
ス
法
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
都
合
よ
く
組
み
合
わ
せ
る
こ
の
仕
組
み
に
対
し
て

は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
エ
ク
イ
テ
ィ
が
競
合
す
る
場
合
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
優
先
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
と
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
側
か
ら
の

強
い
異
論
も
あ
っ
た
が
、
こ
の
形
式
は
利
便
性
が
高
く
、
徐
々
に
定
着
し
て
い
っ
た
。

11
．
具
体
的
移
転
形
式

こ
の
結
果
、
通
常
の
不
動
産
移
転
に
お
い
て
は
、
ま
ず
名
目
的
な
期
間
権
を
Ｂ
＆
Ｓ
で
移
転
し
、
翌
日
、
別
の
証
書
で
そ
れ
を
復
帰
権

放
棄
す
る
と
い
う
形
式
が
通
例
と
な
っ
た
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
二
つ
の
別
の
取
引
で
あ
る
と
い
う
体
裁
が
保
た
れ
た
。
シ
ン
プ
ソ

ン
（S

im
pson

）
教
授
は
、「
Ａ
が
Ｂ
＆
Ｓ
に
よ
り
一
年
の
期
間
権
を
Ｂ
に
移
転
し
、
Ｂ
は
直
ち
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
期
間
権
を
取
得
す

）
一
一
一
（



近
世
イ
ン
グ
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に
お
け
る
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法
学
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九
十
巻
第
二
号
（
二
〇
二
四
年
九
月
）

七
四

る
。
翌
日
、
Ａ
は
、
単
純
不
動
産
権
へ
の
復
帰
権
を
、
Ｂ
の
息
子
へ
の
生
存
中
の
ユ
ー
ス
を
付
し
て
Ｂ
に
放
棄
、
そ
し
て
単
純
不
動
産
権

に
お
け
る
残
余
権
を
孫
に
と
い
う
設
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
」
と
の
具
体
例
（
31
）

を
挙
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
Ｂ
の
権
利
は
自
由
保
有
権

と
な
り
、
そ
れ
に
基
づ
く
息
子
へ
の
ユ
ー
ス
も
併
せ
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

既
に
テ
ィ
レ
ル
ズ
・
ケ
ー
ス
（
32
）

で
問
題
に
な
っ
た
よ
う
に
、
Ｂ
＆
Ｓ
で
移
転
さ
れ
た
権
利
は
、
黙
示
ユ
ー
ス
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
基
礎

と
し
て
、
そ
の
後
に
ユ
ー
ス
を
設
定
で
き
な
か
っ
た
（
二
重
ユ
ー
ス
の
禁
止
）。
し
か
し
、
復
帰
権
放
棄
は
、
自
由
保
有
権
で
あ
る
の
で
そ

れ
を
基
礎
に
ユ
ー
ス
の
設
定
が
認
め
ら
れ
、
セ
ト
ル
メ
ン
ト
に
も
利
用
で
き
る
と
解
さ
れ
た
。「
復
帰
権
放
棄
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
で

作
動
し
た
。
そ
れ
は
、
占
有
の
形
態
変
化
（transm

utation of possession

）
を
通
し
て
効
力
を
発
す
る
不
動
産
移
転
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、

そ
の
よ
う
に
移
転
さ
れ
た
シ
ー
ズ
ン
上
に
は
ユ
ー
ス
の
設
定
が
可
能
で
あ
り
、
権
利
帰
属
者
指
名
権
（pow

er of appointm
ent （

33
））

も
与
え

ら
れ
る
こ
と
が
で
き
た
（
34
）

。」
よ
っ
て
、
二
重
ユ
ー
ス
や
セ
ト
ル
メ
ン
ト
の
問
題
を
回
避
で
き
る
新
た
な
不
動
産
移
転
方
式
と
捉
え
ら
れ
た
。

12
．
Ｂ
＆
Ｓ
の
そ
の
後
の
発
展

こ
の
新
し
い
方
式
の
不
動
産
移
転
は
、
ラ
ト
ウ
ィ
ッ
チ
対
ミ
ト
ン
・
ケ
ー
ス
の
後
、
一
六
二
九
年
の
ア
イ
サ
ム
対
モ
リ
ス
（Iseham

 v. 

M
orrice

）
ケ
ー
ス
（
35
）

で
も
裁
判
所
に
よ
り
認
め
ら
れ
、
そ
の
有
用
性
に
よ
り
、
高
名
な
不
動
産
移
転
専
門
弁
護
士
、
ブ
リ
ッ
ジ
マ
ン

（B
ridgm

an （
36
））

に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
一
七
世
紀
の
後
半
に
、
急
速
に
不
動
産
移
転
の
通
常
の
形
式
に
な
っ
て
い
た
。

）
一
一
一
（

近
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
土
地
移
転
方
式
（
西
山
）

七
五

一
九
世
紀
に
入
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
経
済
、
社
会
の
発
展
に
比
し
て
不
動
産
法
の
後
進
性
・
複
雑
さ
が
際
立
ち
、
改
革
の
必
要
性
が
求
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
一
八
二
九
年
に
は
、
不
動
産
法
の
改
革
を
議
論
す
る
王
立
委
員
会
（R

oyal C
om

m
ission

）
が
設
立

さ
れ
、
同
委
員
会
は
、
①
す
べ
て
の
不
動
産
権
は
簡
潔
な
譲
渡
証
書
（deed

）
に
よ
っ
て
移
転
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
②
当
該
証
書
は
、

期
間
権
に
お
け
る
権
益
（interest

）
と
同
様
に
、
将
来
の
（in futuro

）
自
由
保
有
権
を
直
接
に
創
設
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
、

と
提
言
し
た
（
37
）

。
そ
の
結
果
い
く
つ
か
の
立
法
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
内
で
、
一
八
四
一
年
に
制
定
さ
れ
た
「
復
帰
権
放
棄
に
よ
る
不
動
産
移

転
法
（C

onveyance by R
elease A

ct

）」
は
、
リ
ー
ス
復
帰
権
放
棄
を
「
制
定
法
に
よ
る
復
帰
権
放
棄
（statutory release

）」
と
し
て
正

式
の
不
動
産
移
転
の
一
手
段
と
し
て
認
め
、
リ
ー
ス
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
の
で
、
リ
ー
ス
復
帰
権
放
棄
は
そ
の
役
目
を
終
え
た
。
そ

し
て
、
一
八
四
五
年
に
は
、
現
代
の
譲
与
証
書
（deed

）
が
そ
の
復
帰
権
放
棄
を
代
替
し
た
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
断
片
的

な
改
革
で
あ
り
、
根
本
的
な
改
革
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

シ
ン
プ
ソ
ン
教
授
は
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
、「
有
体
法
定
相
続
財
産
が
譲
渡
証
書
（in grant

）
に
よ
り
移
転
で
き
る
と
す
る
一
八
四
五

年
法
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
基
本
ル
ー
ル
の
根
本
的
な
変
更
で
あ
る
か
の
よ
う
に
一
見
思
わ
れ
た
。
し
か
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
、
有
体

法
定
相
続
財
産
が
シ
ー
ズ
ン
引
渡
に
よ
っ
て
移
転
さ
れ
る
と
い
う
古
い
ル
ー
ル
は
、
Ｂ
＆
Ｓ
と
リ
ー
ス
権
放
棄
の
よ
う
な
方
法
に
よ
る

ユ
ー
ス
法
の
下
で
運
用
さ
れ
た
移
転
方
式
に
よ
り
、
既
に
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
回
避
さ
れ
て
い
た
。
シ
ー
ズ
ン
引
渡
に
よ
る
公
示
封
土
譲

渡
は
、
一
五
三
六
年
の
ユ
ー
ス
法
制
定
以
降
、
実
務
的
に
は
使
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
一
八
四
五
年
法
が
行
っ
た
こ
と
は
、
現
状
を
法

制
化
し
、
そ
れ
を
小
規
模
に
単
純
化
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
（
38
）

」
と
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
。

）
一
一
一
（
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っ
て
回
避
さ
れ
て
い
た
。
シ
ー
ズ
ン
引
渡
に
よ
る
公
示
封
土
譲

渡
は
、
一
五
三
六
年
の
ユ
ー
ス
法
制
定
以
降
、
実
務
的
に
は
使
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
一
八
四
五
年
法
が
行
っ
た
こ
と
は
、
現
状
を
法

制
化
し
、
そ
れ
を
小
規
模
に
単
純
化
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
（
38
）

」
と
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
。

）
一
一
一
（



日
本
法
学

　第
九
十
巻
第
二
号
（
二
〇
二
四
年
九
月
）

七
六

こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
プ
ロ
セ
ス
を
得
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
基
本
で
あ
る
シ
ー
ズ
ン
引
渡
を
ベ
ー
ス
と
す
る
公
示
封
土
譲
渡
は
、
ユ
ー

ス
法
以
降
、
約
三
〇
〇
年
を
経
て
立
法
に
よ
り
解
消
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
不
動
産
法
の
抜
本
的
な
改
革
は
、

一
九
二
五
年
財
産
権
法
（L

aw
 of P

roperty A
ct （

39
））

の
成
立
ま
で
待
た
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
同
法
は
、「
す
べ
て
の
土
地
の
移
転
は
、

譲
与
捺
印
証
書
（deed of grant

）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ば
な
ら
な
い
。（
同
法
五
一
条
）」
と
定
め
て
い
る
の
で
、
Ｂ
＆
Ｓ
は
公
式
に
廃
止
さ

れ
た
。
他
方
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
不
動
産
譲
渡
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
離
れ
て
、
基
本
的
に
証
書
に
よ
り
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
た
が
、
不
動
産
法
自
体
は
、
州
法
か
つ
判
例
法
で
あ
る
の
で
一
部
の
州
で
は
Ｂ
＆
Ｓ
が
依
然
有
効
な
方
式
と
し
て
残
っ
て
お
り
、
不
動

産
法
の
教
科
書
に
も
そ
の
痕
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
。

13
．
む
す
び
に
か
え
て

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
の
発
展
過
程
を
見
て
い
る
と
、
そ
れ
が
直
線
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
螺
旋
的
に
発
展
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
厳
格
で
保
守
的
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
→
エ
ク
イ
テ
ィ
を
利
用
し
た
回
避
手
段
→
制
定
法
に
よ
る
追
認
、
と
い
う
プ
ロ

セ
ス
で
あ
る
。
そ
の
主
な
理
由
は
、
土
地
法
が
封
建
制
を
基
礎
と
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
制
約
を
引
き
ず
っ
て
か
な
り
硬
直
的
で
あ
り
、

そ
れ
を
回
避
す
る
歴
史
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
本
件
の
例
で
言
う
と
、
元
々
不
動
産
の
移
転
は
契
約
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
り
、「
シ
ー

ズ
ン
」
の
移
転
、
公
示
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
制
約
お
よ
び
煩
瑣
な
手
続
き
を
回
避
す
る
た
め
の
便
法
が
創
造
性
に
富
む
不
動
産

移
転
専
門
弁
護
士
に
よ
り
案
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
同
様
に
手
続
法
の
分
野
で
も
、
紛
争
解
決
が
容
易
で
あ
る
た
め
、
権
利
訴
訟
よ
り
不

法
行
為
訴
訟
の
一
形
式
で
あ
る
不
動
産
占
有
回
復
訴
訟
（ejectm

ent

）
が
多
用
さ
れ
た
の
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
同
じ
理
由
か

）
一
一
一
（

近
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
土
地
移
転
方
式
（
西
山
）

七
七

ら
、
一
七
世
紀
以
降
利
用
さ
れ
た
の
が
、
以
上
で
見
て
き
た
「
期
間
権
の
Ｂ
＆
Ｓ
と
リ
ー
ス
復
帰
権
放
棄
」
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
Ｂ
＆

Ｓ
と
復
帰
権
放
棄
に
よ
る
移
転
形
式
は
、
現
在
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
土
地
法
の
発
展
過
程
を
如
実
に
表

し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
非
常
に
示
唆
深
い
も
の
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

（
1
） 

田
中
英
夫
編
「
英
米
法
辞
典
」p.90

（
東
大
出
版
会
、
一
九
九
一
年
）

（
2
） 27 H

enry V
III, c.13 

（1535

）

（
3
） 

こ
れ
ら
の
不
動
産
移
転
は
、
二
つ
の
ク
ラ
ス
に
分
類
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
当
事
者
の
間
の
行
為
に
よ
っ
て
効
力
を
有
す
る
不
動
産
移
転
と
、

②
効
力
を
裁
判
所
の
制
度
に
依
拠
す
る
不
動
産
移
転
で
あ
る
。
①
の
代
表
的
な
も
の
は
、
公
示
封
土
譲
渡
（feoffm

ent

）
と
復
帰
権
放
棄

（release

）
で
あ
り
、
②
の
代
表
例
は
、
土
地
占
有
回
復
訴
訟
（recovery

）
と
和
解
譲
渡
（fine

）
で
あ
る
。

（
4
） 

シ
ー
ズ
ン
（seisin

）：
単
な
る
占
有
（possession

）
と
区
別
す
る
た
め
カ
タ
カ
ナ
表
記
と
す
る
。
あ
え
て
訳
せ
ば
封
建
的
占
有
と
い
う
意
味

の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
封
建
制
に
お
け
る
土
地
譲
与
の
基
本
概
念
。
領
主
は
臣
下
に
よ
る
奉
仕
（service

）
の
対
価
と
し
て
土
地
を
譲
与
（grant

）
す

る
。
そ
の
場
合
、
認
め
ら
れ
た
占
有
（be seised

）
が
シ
ー
ズ
ン
で
あ
る
。
生
涯
権
に
は
シ
ー
ズ
ン
は
あ
る
が
期
間
権
に
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る

が
、
本
文
で
指
定
し
た
よ
う
に
正
確
に
読
む
こ
と
が
必
要
。

（
5
） T

horn, L
ivery of S

eisin, 52 L
aw

 Q
uarterly R

eview
 345

（1936

）

（
6
） 

約
因
（consideration

） ;

一
般
に
は
交
換
主
義
を
と
る
英
米
契
約
法
の
基
本
概
念
と
さ
れ
る
が
、
本
件
で
は
エ
ク
イ
テ
ィ
の
分
野
で
使
用
さ

れ
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。
原
義
は
「in consideration of

」
で
「
対
価
」
よ
り
広
い
意
味
を
も
つ
。
本
件
で
は
「
家
族
の
愛
情
（affection

）」

は
経
済
的
な
価
値
（value

）
は
な
く
と
も
有
益
（good

）
な
約
因
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
。

（
7
） H

oldsw
orth, A

 H
istorical In

trod
u

ction
 to T

h
e L

an
d

 L
aw

, p.292, O
xford 

（1927

）

（
8
） W

illiam
 B

lackstone ; 

（1723-1780

）.

勅
撰
弁
護
士
を
経
て
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
教
授
に
。
一
七
五
八
年
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学

で
初
め
て
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
講
義
を
行
っ
た
。
そ
の
際
の
講
義
を
基
に
し
た
、「
イ
ギ
リ
ス
法
釈
義
」
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
も
っ
と
も
権
威

）
一
一
一
（
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日
本
法
学

　第
九
十
巻
第
二
号
（
二
〇
二
四
年
九
月
）

七
八

あ
る
概
説
書
、
権
威
書
と
し
て
多
く
の
版
を
重
ね
広
く
読
ま
れ
た
。

（
9
） B

lackstone, C
om

m
en

taries on
 T

h
e L

aw
s of E

n
glan

d, B
ook II-338, O

xford 

（1766

）.
（
10
） Jam

es A
m

es 

（1846-1910

）.

ハ
ー
バ
ー
ド
・
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
教
授
、
学
部
長
。L

angdell

が
始
め
た
ケ
ー
ス
・
メ
ソ
ッ
ド
を
充
実
さ
せ
る

と
と
も
に
、
法
制
史
に
精
通
し
、
同
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
地
位
確
立
に
貢
献
し
た
。

（
11
） A

m
es, L

ectu
res on

 L
egal H

istory, p.78, n2, H
arvard, 

（1913

）

（
12
） 27 H

enry V
III, c.16

（
13
） B

aker &
 M

ilsom
, S

ou
rces of E

n
glish

 L
egal H

istory, 2
n

d ed. p.135, O
xford 

（2010

）.

（
14
） K

aye, A
 N

ote on T
he S

tatute of E
nrolm

ents, 104 L
aw

 Q
uarterly R

eview
 619, 

（1995

）

（
15
） K

aye, supra note 14 at 631

（
16
） 27 H

enry V
III, c.13 

§ 1

（
17
） W

illiam
 H

oldsw
orth ; 

（1871-1944
）
バ
リ
ス
タ
ー
を
経
て
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
教
授
。
全
一
七
巻
の
大
著
、A

 H
istory of 

E
nglish L

aw
,

で
有
名
。
同
全
集
の
不
動
産
法
の
部
分
を
取
り
出
し
、
時
系
列
的
に
並
べ
た
の
が
本
論
文
で
引
用
し
て
い
る
、A

n
 H

istorical 

In
trod

u
ction

 to T
h

e L
an

d
 L

aw
,

で
あ
る
。

（
18
） H

oldsw
orth, supra note 7 at 156

（
19
） M

ilsom
, H

istorical F
ou

n
d

ation
 of C

om
m

on
 L

aw
, 2

n
d. ed. p.224, B

utterw
orths 

（1981

）

（
20
） F

rederic M
aitland ; 

（1850-1906

）
バ
リ
ス
タ
ー
を
経
て
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
教
授
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
古
い
原
史
料
に
精
通
し
た
だ
け

で
な
く
、
大
陸
法
と
の
比
較
の
視
点
も
持
ち
高
い
評
価
を
得
た
。P

ollock

と
の
共
著
、H

istory of E
n

glish
 L

aw
 before E

d
w

ard
 I,

を
始
め

多
く
の
著
書
を
残
し
た
。

（
21
） 

一
九
〇
六
年
ま
で
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
に
お
け
る
講
義
原
稿
、
自
身
の
注
釈
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
に
聴
講
生
の
記
録
をC

haytor, W
hittaker

ら
の
弟
子
た
ち
が
編
集
し
、
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
の
死
後
に
公
刊
さ
れ
た
書
籍
。

（
22
） M

aitland, “E
qu

ity ”, p.37 

（C
am

bridge 1909

）

）
一
一
一
（

近
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
土
地
移
転
方
式
（
西
山
）

七
九

（
23
） H

argrave &
 B

utler, C
oke u

pon
 L

ittleton, V
ol.II, 272.a.vi. 2 

（1823

）.

（
正
式
に
は
、F

irst P
art of T

h
e In

stitu
tes of T

h
e L

aw
s 

of E
n

glan
d

で
ク
ッ
ク
の
リ
ト
ル
ト
ン
へ
の
評
釈
）。H

argrave

とB
utler

は
、L

incoln ’s Inn

所
属
の
ロ
ー
ヤ
ー
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
注
釈
は
、

そ
れ
自
体
で
一
冊
の
本
に
な
る
ほ
ど
大
部
、
詳
細
な
も
の
で
あ
る
）

（
24
） H

oldsw
orth, supra note 7 at 115

（
25
） 

三
人
の
裁
判
官
と
は
、
三
つ
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
の
長
た
ち
で
、
王
座
裁
判
所
首
席
判
事
、H

enry M
ontagu

（1563-1642

）、
民
訴
裁

判
所
首
席
判
事
、H

enry H
obart

（1560-1625

）、
財
務
府
裁
判
所
首
席
判
事
、L

aw
rence T

anfield

（1551-1625

）
で
あ
る
。

（
26
） 

後
見
裁
判
所
（C

ourt of W
ards and L

iveries

）：
後
見
権
、
相
続
料
等
の
国
王
へ
の
封
建
的
義
務
履
行
を
監
督
す
る
た
め
に
一
五
四
〇
年

に
ヘ
ン
リ
ー
八
世
に
よ
り
新
設
さ
れ
た
裁
判
所
。
シ
ー
ズ
ン
に
基
づ
く
封
建
的
土
地
法
の
維
持
、
監
督
に
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。
革
命
時
の

一
六
四
五
年
に
廃
止
さ
れ
、
王
政
復
古
後
の
一
六
六
〇
年
に
廃
止
が
確
認
さ
れ
た

（
27
） C

ro. Jac. 604 

（C
roke ’s K

ings B
ench R

eport tem
pore Jam

es I

の
略
）

（
28
） H

oldsw
orth, supra. note 7 at 294

（
29
） Ibid.

（
30
） 

当
時
の
不
動
産
移
転
は
、
個
別
取
引
ご
と
に
裁
判
所
と
の
密
接
な
交
渉
が
必
要
で
あ
り
、
法
廷
弁
護
士
（barrister

）
の
領
域
で
あ
っ
た
。
後

に
、
不
動
産
移
転
が
増
加
、
一
般
化
し
、
事
務
弁
護
士
（solicitor

）
の
参
入
が
認
め
ら
れ
、
徐
々
に
主
流
と
な
っ
た
。（A

nderson, L
aw

yer 

an
d

 th
e M

akin
g of E

n
glish

 L
an

d
 L

aw
 1832-1940 p.22, H

oldsw
orth, H

istory of E
n

glish
 L

aw
 III p. 219, p.253
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im
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an
d
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n

d. ed. p. 190, O
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（
32
） D

yer 155, in the C
ourt of W

ards ; 

Ｂ
＆
Ｓ
で
作
ら
れ
た
黙
示
ユ
ー
ス
の
後
に
ユ
ー
ス
を
設
定
す
る
の
は
、
無
効
で
あ
る
と
判
示
さ
れ
た
。

（
二
重
ユ
ー
ス
は
無
効
）

（
33
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権
利
帰
属
者
指
名
権
（pow

er of appointm
ent

） ; 

「pow
ers

」
の
通
常
の
意
味
は
、「
あ
る
人
に
与
え
ら
れ
た
、
自
分
の
も
の
で
な
い
財
産
権

を
処
分
す
る
権
限
」
で
あ
る
。（M

egarry &
 W

ade, “T
h

e L
aw

 of R
eal P
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th ed. p.576

）
本
来
は
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エ
ク
イ
テ
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の
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念
で
あ
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を
通
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て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
も
徐
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に
浸
透
し
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権
利
帰
属
者
指
名
（pow

er of appointm
ent
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は
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処
分
権
限
を
与
え
ら
れ
た
者
が
新
た
な
権
利
を
創
設
し
、
受
取
人
を
指
名
す
る
こ
と
を
言
う
。
例
え
ば
、
セ
ト
ル
メ
ン
ト
に
お
い
て
、
生
涯
権
者
が

彼
の
権
限
を
拡
張
す
る
た
め
に
、
彼
の
権
限
以
上
の
権
利
を
創
設
し
、
そ
の
受
領
者
を
指
名
す
る
、
と
い
う
形
式
で
あ
る
。

（
34
） H

oldsw
orth, supra note 7 at 295

（
35
） 

Iseh
am

 v.M
orrice, 

「
あ
る
者
が
期
間
権
を
Ｂ
＆
Ｓ
を
し
、
そ
の
後
復
帰
権
を
譲
与
す
る
場
合
、
仮
に
Ｂ
＆
Ｓ
を
受
け
た
者
が
立
ち
入
り
を

行
っ
て
い
な
く
と
も
、
復
帰
権
の
被
譲
与
者
を
新
し
い
権
利
者
と
し
て
承
認
す
る
な
ら
、
復
帰
権
の
譲
与
は
有
効
で
あ
る
。」（C

ro. C
ar. 109

）

（
36
） O

rlando B
ridgm

an 

（1606-1674

）：
民
訴
裁
判
所
首
席
裁
判
官
、
国
璽
尚
書
を
務
め
た
高
名
な
法
律
家
。
セ
ト
ル
メ
ン
ト
の
基
本
形
式
は
彼

が
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
し
、
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
公
爵
ケ
ー
ス
で
問
題
と
な
っ
た
セ
ト
ル
メ
ン
ト
も
彼
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
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） B

ordw
ell, T

he R
epeal of T
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tatute of U

ses, 39 H
arvard L

aw
 R

eview
 477
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）
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） S

im
pson, supra note 31 at 280
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roperty A
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